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概要 

 近年、税制・社会保障分野でも家計マイクロ・データ（調査票情報）を用いた分析が増

えている。家計の負担額には（１）調査票に記載された「記入値」を用いる場合と、（２）

調査票情報を利用しつつモデルから算出される「理論値」を用いる場合があり、近年盛ん

なマイクロ・シミュレーション分析も理論値のケースに該当する。本稿では厚生労働省『国

民生活基礎調査』の個票データを利用し、家計の税負担額（勤労所得税と個人住民税）に

ついて記入値と理論値の比較や双方の乖離を捉えながら理論値の妥当性を考察し、こうし

た作業を通じてマイクロ・シミュレーション分析の信頼性を定量的に評価する。 

考察の結果、（１）勤労所得税も個人住民税も記入値と理論値の乖離は平均がゼロ、散ら

ばりが対所得比 3%程度であること、（２）乖離の発生要因としては税額の記入ミスによる

影響が頻度として高いこと、（３）調査票の記入ミスとして「事業所得・農耕畜産所得に関

する誤記入」や「税額の桁間違いによる誤記入」が乖離率に影響を与えていること、など

が確認された。またここから得られる示唆として、マイクロ・シミュレーション分析など

における理論値はその使用に伴うバイアスがほとんどなく政策評価に利用することができ

ると言える。 
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１．はじめに 
 近年、日本における家計マイクロ・データの整備が進められており、こうした環境整備

から税制・社会保障分野においても家計マイクロ・データ（調査票情報）を用いた分析が

増えている。この中で、家計の税負担額については（１）調査票に記載された負担額（記

入値）をそのまま用いる場合と、（２）調査票に記載された世帯や所得などの情報を利用し、

それを現実の制度に当てはめて算出される負担額（理論値）を用いる場合がある1。「記入値」

を用いた先行研究としては阿部(2000)、大石(2006)、府川(2006)、小塩・浦川(2008)、小塩

(2009)、田中(2010)、大野ほか(2013)が挙げられる。また、「理論値」を用いた先行研究と

しては矢田(2010)、田中・四方(2012)、田中ほか(2013)、北村・宮崎(2013)、Miyazaki and 

Kitamura(2014)が挙げられる2。最近は税制・社会保障分野などでも、導入前や導入予定の

諸政策が家計に及ぼす影響を考察するマイクロ・シミュレーション分析が盛んであるが、

この手法も理論値を用いたケースに該当する。例えば所得税制に関わる税制改革マイク

ロ・シミュレーション分析を行った先行研究としては田近・古谷(2003, 2005)、田近・八塩

(2006a, 2006b, 2008, 2010)、白石(2010)、土居・朴(2011)などが挙げられる3。 

 記入値が存在するにも関わらず、理論値が使用される理由としては 2 点挙げられる。第 1

はデータの補完である。田中ほか(2013)が指摘するように、『全国消費実態調査』では（勤

労者世帯と無職世帯の負担額を調査しており）自営業世帯の負担額については調査を行っ

ていないため、記入値が存在しない。それゆえ、分析サンプルに自営業世帯も含めて考察

するためには理論値を利用する必要がある。第 2 はマイクロ・シミュレーションによる政

策の効果分析である。ここでは家計の負担額について政策導入前・後の比較が中心的な分

析内容となるが、通常は導入後の状況を「導入前に」統計上で把握することは不可能であ

る。それゆえ、導入前に政策の効果を捉えるためには理論値を利用する必要がある。この

ように理論値を使用する意義は使用統計の特性や分析目的から認められるが、一方で理論

値の水準やさらにはマイクロ・シミュレーションによる導入後の計測結果が妥当かどうか

といった点も重要な要素であり、これについては少なくとも導入前の状況をどれくらい現

実的に再現できているかによって評価できる。 

こうした理論値の妥当性に関する問題意識はこれまでにも無かったわけではない。例え

ば、田近・八塩(2006a)は所得税負担額の記入値と理論値について、所得階層ごとの平均値

                                                  
1 本稿では、家計の負担額について(1)実際に収めた金額を「実績値」、(2)調査票に記載された金額を「記

入値」、(3)調査票に記載された世帯や所得などの情報を利用し、それを現実の制度に当てはめて算出され

る金額を「理論値」と呼ぶことにする。 
2 ここで取り上げた先行研究は主に「家計の税・保険料負担の計測」や「税制・社会保障制度による再分

配政策の評価」に関する分析である。 
3 このほか、「家計の消費税負担の計測」を行った先行研究としては大竹・小原(2005)、高山・白石(2010)、
白石(2011)がある。また、「消費税制に関わる税制改革マイクロ・シミュレーション分析」を行った先行

研究としては八塩・長谷川(2009)、高山・白石(2011)、田中(2014)がある。なお、家計の消費税負担につい

てはもともと調査票に記載された負担額（記入値）は存在しないことが多く、（例えば総務省『全国消費

実態調査』や『家計調査』などを用いて）調査票に記載された消費の情報を利用し、非課税品目を考慮し

ながら一定の比率を掛けることで算出される負担額（理論値）を用いている。 
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に着目した比較を行っている。すなわち、理論値の妥当性についてはマイクロ・シミュレ

ーション分析を行った分析者の間でも一定の関心を持たれていることが分かる。 

マイクロ・シミュレーション分析は主に諸政策の効果に焦点をあてた政策分析ツールで

あるが、本稿の狙いはこの分析ツールの信頼性を定量的に評価することである。そこで、

本稿では厚生労働省『国民生活基礎調査』の個票データを利用して、家計の勤労所得税と

個人住民税を対象に記入値と理論値を比較し、双方の乖離率の分布に着目して、平均値の

みならず散らばりにも注目しながら理論値の妥当性を考察する。また、乖離にはどのよう

な特徴があり、どのような要因が考えられるかについても考察する。乖離の発生は記入値

と理論値の双方に起因する。記入値が（真の負担額と比べて）過小あるいは過剰となる理

由としては「税額の記入ミス」がある。一方、理論値が過小あるいは過剰となる理由とし

ては「（理論値計算のための）モデルの影響」や「所得の記入ミス」がある。これらの要因

のうち、どの影響が頻度として多いかを見ていきたい。また、調査票の記入ミスについて

も具体的にどのような誤記入が考えられるかについても見ていきたい。 

以下、本稿の構成を述べる。2 節ではまず本稿で使用するデータと、所得税・住民税負担

額の計算方法について説明する。それを踏まえて、3 節では記入値と理論値の比較を行い、

双方の乖離について考察する。4 節では乖離の発生要因を扱い、乖離にはどのような特徴が

あり、またどのような要因が考えられるかについて考察する。最後に 5 節で結論と課題を

述べる。 

 

 

２．データと計算方法 
 本稿では『国民生活基礎調査』（平成 22 年調査）の調査票データ（世帯票・所得票）を

使用する。まず分析対象世帯（使用サンプル）の選定については、第 1 に記入値と理論値

との比較を行うため、所得税額と住民税額について調査票に記載がない世帯を削除する。

第 2 に理論値を計算するために必要となる項目である年齢、社会保険料について不詳であ

る世帯を除外する。第 3 に単身赴任世帯は扶養関係を特定することができず、所得控除の

計算に影響するため除外する。第 4 に転出者（単身赴任者）のいる世帯についても、仕送

りが適切に反映していないことが考えられ、世帯収入の内訳が不明となるため除外する。

これらの結果、サンプル・サイズについて所得税の場合は最大で 19,926 世帯、住民税の場

合は最大で 20,295 世帯を分析対象としている。 

 

 次に、本モデルで使用する所得の種類を示す。所得税法上の所得の種類と『国民生活基

礎調査』の所得情報で得られる所得の区分が一致しないため、（所得税法上の）退職所得・

山林所得・一時所得・譲渡所得については考慮できない4。また、（所得税法上の）利子所得・

                                                  
4 現在、日本の所得税法ではその性質によって所得を以下の 10 種類に区分している：（１）利子所得、（２）

配当所得、（３）事業所得、（４）不動産所得、（５）給与所得、（６）退職所得、（７）譲渡所得、（８）
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配当所得・不動産所得については、『国民生活基礎調査』では「財産所得」としてそれらの

合計値しか分からない。そのため本来、利子所得は源泉分離課税、また配当所得は分離課

税を選択できるが、本モデルではこれらを総合課税扱いとする。『国民生活基礎調査』の「企

業年金・個人年金等」については全て年金所得として扱う。また、『国民生活基礎調査』の

「その他の所得」については一時的仕送り、冠婚葬祭の祝い金、香典などと定義され、税

制・社会保障制度に関する政策上は考慮する必要性が高くないと判断し、本モデルでは使

用しない。なお、『国民生活基礎調査』（平成 22 年調査）の調査票では 2009 年の所得情報

が記載されている。 

 

 本モデルでは所得税額と住民税額の理論値を以下の計算方法によって求める。基本的に

は個人の所得情報と世帯情報から、各種控除を考慮した課税所得を算出し、税額の理論値

を計算する。まず、全ての個人に関して以下の方法で合計所得を計算する。但し、以下で

[ … ]は個票データの項目を示す。 

 

  給与所得 ＝ [雇用者所得] － 給与所得控除 

  年金所得 ＝ [公的年金・恩給] ＋ [企業年金・個人年金等] － 公的年金等控除 

  事業者所得 ＝ [事業所得] ＋ [農耕・畜産所得] ＋ [家内労働所得] 

  合計所得 ＝ 給与所得 ＋ 年金所得 ＋ 事業者所得 ＋ [財産所得] 

 

 給与所得控除と公的年金等控除は、それぞれ雇用者所得額と年金額に制度をあてはめる

ことで計算できる。 

 次に、全ての個人に対して所得控除を適用し、課税所得を計算する。 

 

  仮課税所得 1 ＝ 合計所得 － 基礎控除 － 社会保険料控除 

仮課税所得 2 ＝ 仮課税所得 1 － 配偶者控除 － 配偶者特別控除 

課税所得 ＝ 仮課税所得 2 － 扶養控除 

 

 本モデルで考慮する所得控除は基礎控除・配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除であ

る。社会保険料控除は調査票に記載された年金保険料、医療保険料、介護保険料、その他

の保険料（主に雇用保険料）の合計値を使用する。まず、合計所得から基礎控除と社会保

険料控除を差し引き、これを仮課税所得 1 とする。配偶者がいる場合には配偶者控除が適

用され、本モデルでは（家計が世帯の合計課税所得金額を最小化するように合理的に行動

するとして）夫婦のうち仮課税所得 1 の高い方に控除を適用する。同様に、仮課税所得 1

から配偶者控除を差し引き、これを仮課税所得 2 とする。扶養者がいる場合には扶養控除

が適用され、世帯内の最大所得者（仮課税所得 2 が最大の者）に控除を適用する。扶養控

                                                                                                                                                  
山林所得、（９）一時所得、（10）雑所得。 
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除適用後の所得を課税所得とする。そして、所得税は 2009 年税制を適用して所得税負担額

（理論値）を計算し、住民税は 2010 年税制を適用して住民税負担額（理論値）を計算する。

この背景には『国民生活基礎調査』（平成 22 年調査）の調査票では 2009 年の所得税負担額

（記入値）と 2010 年の住民税負担額（記入値）が記載されており、理論値の計算もこれら

に対応している。なお、以下の考察では所得税・住民税の負担額を世帯ベースで扱ってい

る。 

 

 

３．記入値と理論値の乖離 
ここでは記入値と理論値の比較と、双方の乖離について考察する。図 1 は記入値と理論

値の散布図を示している。金額の単位は万円である。所得税も住民税も概ね 45°線上の近

いところに分布しており、記入値と理論値の一致した世帯が比較的多いことが分かる。但

し、所得税も住民税も負担額が小さい世帯群では記入値と理論値の乖離もあり、それは記

入値の方が大きい場合、あるいは理論値の方が大きい場合それぞれが観察される。 

 記入値と理論値の比較についてカーネル密度推定量を用いて捉えると、所得税では記入

値と理論値の分布は概ね近いが、負担額がゼロに近いところで双方にやや乖離が確認され

る。このことは住民税においても同様である（図 2 を参照）。こうした特徴から、負担額が

1 万円未満の世帯を削除した場合、記入値と理論値の分布は全世帯を用いた場合よりも近い

ものとなる（図 3 を参照）。 

 

＜ 図 1～3 挿入 ＞ 

 

次に、記入値と理論値の乖離に焦点をあてて考察する。以下、この乖離については対所

得比（以下、「乖離率」と呼ぶ）を使用する。図 4 は乖離率の分布を示している。グラフを

見てみると、概ねゼロを中心として左右対称であり、但し左側の裾においてやや頻度が高

い。こうした特徴は所得税と住民税双方で確認される。これを記述統計で見てみると、所

得税の乖離率は平均が対所得比 0.28%であり、また 5 パーセンタイル値が▲2.04%、95 パ

ーセンタイル値が 2.90%となっている。住民税の乖離率は平均が対所得比▲0.31%であり、

また 5 パーセンタイル値が▲3.40%、95 パーセンタイル値が 2.45%となっている（表 1 を

参照）。したがって、所得税や住民税の乖離率は概ね平均がゼロ、散らばりは（5 パーセン

タイル値と 95 パーセンタイル値で捉えて）対所得比で 3%程度（2.04%～3.40%）と言える。 

 但し、元々負担額の記入値がゼロである世帯については、理論値もゼロであることを導

くことはそれほど難しいことではないかもしれない。むしろ、記入値が正の値をとる世帯

について、理論値が当該記入値にどれだけ近似した水準を導けるかどうかの方がシミュレ

ーション・モデルとしては重要であろう。そこで、サンプルから負担額の記入値及び理論

値がゼロである世帯を除いた場合について確認する。図 5 のグラフを見てみると、乖離率
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がゼロ近傍の頻度は大きく低下しているが、分布はこれまでと同様に概ねゼロを中心とし

て左右対称である。こうした特徴は所得税と住民税双方で確認される。これを記述統計で

見てみると、所得税の乖離率は平均が対所得比 0.37%であり、また 5 パーセンタイル値が

▲2.35%、95 パーセンタイル値が 3.38%となっている。同様に、住民税の乖離率は平均が

対所得比▲0.38%であり、また 5 パーセンタイル値が▲3.74%、95 パーセンタイル値が

2.81%となっている（表 1 を参照）。したがって、所得税も住民税も、乖離率の散らばりは

先の全サンプルを用いた場合と比較してそれほど大きな変化は見られない。 

 また、乖離の大きさについて乖離率（対所得比）を使用している場合、たとえ乖離率が

同水準であっても、当該世帯の所得が大きくなるにつれて（金額ベースで捉えた）乖離額

は大きくなる。換言すると、乖離率を使用することは高所得世帯の乖離を相対的に過小評

価することになる。そこで、全サンプルを使用し、また各世帯の乖離率に対して当該世帯

の所得でウェイトづけした場合（加重幾何平均）についても確認する。図 6 のグラフを見

てみると、所得税と住民税双方で乖離率の分布は全サンプルを使用した場合と比較して概

ね同じ結果が得られている。これを記述統計で見てみると、所得税の乖離率は平均が対所

得比 0.02%であり、また 5 パーセンタイル値が▲3.19%、95 パーセンタイル値が 3.34%と

なっている。同様に、住民税の乖離率は平均が対所得比▲0.46%であり、また 5 パーセンタ

イル値が▲3.73%、95 パーセンタイル値が 2.20%となっている（表 1 を参照）。したがって、

所得税も住民税も、乖離率の散らばりは先の全サンプルを用いた場合と比較してそれほど

大きな変化は見られない。 

このように、所得税や住民税の乖離率は概ね平均がゼロ、散らばりは（全サンプルを用

いた場合に）対所得比で 3%程度（2.04%～3.40%）であることが示された。こうした結果

を踏まえ、マイクロ・シミュレーション・モデルから得られる理論値の妥当性について考

えてみたい。本モデルのサンプル・サイズは約 20,000 世帯であることから、標本平均はゼ

ロ、標本分散もほぼゼロ（=3/√20000）として評価できる。それゆえ、（記入値と実績値が

一致している限り）、マイクロ・シミュレーション分析などにおける理論値はその使用に伴

うバイアスがほとんどなく政策評価に利用することができると言える。 

 

＜ 図 4～6, 表 1 挿入 ＞ 

 

 

４．乖離の発生要因 
4.1 乖離の発生要因 

ここでは乖離の発生要因について考察する。まず、乖離率の大きさに応じて「マイナス

の乖離が大きい」「乖離が小さい」「プラスの乖離が大きい」という 3 つに分類する。そし

て、各世帯を所得税で 3 階層、住民税で 3 階層、合計 9 つ（＝3×3）の区分に分類する。

乖離率の分布（3 節）から、乖離率の散らばりは（全サンプルを用いた場合に）対所得比
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2.04%～3.40%程度であることが示された。そこで乖離率の分類を行うにあたり、所得税の

乖離率が▲0.04 より小さい場合を「S1 階層」、▲0.04 以上 0.04 以下の場合を「S2 階層」、

0.04 より大きい場合を「S3 階層」とする。同様に、住民税の乖離率が▲0.04 より小さい場

合を「J1 階層」、▲0.04 以上 0.04 以下の場合を「J2 階層」、0.04 より大きい場合を「J3

階層」とする5。表 2 はこれら 9 つの区分を図示している。 

 

＜ 表 2 挿入 ＞ 

 

概して、想定される乖離の発生要因は 3 つのパターンに分けられる。第 1 に、所得税・

住民税のどちらも乖離率が大きく、また乖離の方向（乖離率の符号）も同じ場合である。

この場合の乖離の発生要因としては主に「モデルの影響」もしくは「調査票における所得

の記入ミス」から税額の理論値が正しく計算できていない可能性が考えられる。第 2 に、

所得税・住民税のどちらか一つだけ乖離率が大きい場合である。この場合、所得税・住民

税のうちどちらか一つだけは乖離が生じていないため、「モデルの影響」や「調査票におけ

る所得の記入ミス」から税額の理論値が正しく計算できていないという可能性は小さい。

したがって、乖離の発生要因としては主に「調査票における税額の記入ミス」から税額の

記入値が正しく表記されなかった可能性が考えられる。第 3 に、所得税・住民税のどちら

も乖離率が大きく、また乖離の方向（乖離率の符号）が異なる場合である。この場合の乖

離の発生要因としては主に記入全般の不正確さがあるものと考えられる。 

 以下では、各区分における特徴と乖離の発生要因について見ていきたい。 

 

（１）「S1・J1」の場合： モデルの影響／所得記入ミスの影響 

所得税・住民税のどちらも乖離率がマイナスであり、記入値が理論値よりも小さい。こ

れは「モデルの影響」から税額の理論値が過大か、もしくは「所得の記入ミス」から税額

の記入値が所得に対して過小となっている。乖離の発生要因について、モデルの影響とし

ては「モデルでは考慮していない諸控除の存在」などが考えられる。また所得の記入ミス

の影響としては「事業所得・農耕畜産所得・財産所得等の誤記入から（控除済み）所得を

過大に記入してしまうミス」などが考えられる。すなわち、事業所得・農耕畜産所得では

それぞれの所得金額ではなく（事業経費が勘案される前の）収入金額が記載されている可

能性や、財産所得も不動産・利子・配当それぞれの所得金額ではなく収入金額が記入され

ている可能性がある。 

 

（２）「S3・J3」の場合： モデルの影響／所得記入ミスの影響 

所得税・住民税のどちらも乖離率がプラスであり、記入値が理論値よりも大きい。これ

                                                  
5 本研究では分類の閾値について、（１）±0.03 の場合、（２）±0.04 の場合、（３）±0.05 の場合とい

った 3 つのケースそれぞれについて取り組み、いずれのケースにおいても同様の傾向が確認された。本稿

では「±0.04 の場合」の計測結果を紹介する。 
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は「モデルの影響」から税額の理論値が過小か、もしくは「所得の記入ミス」から税額の

記入値が所得に対して過大となっている。乖離の発生要因について、モデルの影響として

は「配偶者・扶養関係に関する実際とモデル上の相違」などが考えられる。すなわち、モ

デルによる理論値の計算に際しては、家計は世帯の合計課税所得金額を最小化するように

合理的に行動すると仮定し、そのルールに則して世帯内の配偶者・扶養者を規定し、配偶

者控除・扶養控除を適用している。それゆえ、所得控除が実際よりも大きく適用される結

果、理論値が過小となる。また、その他の影響として「当該世帯が実際の納税に際して諸

控除を使い切っていないこと」なども考えられる。 

 

（３）「S1・J2」の場合： 税額記入ミスの影響 

 所得税において乖離率がマイナスであり、記入値が理論値よりも小さい。これは「税額

の記入ミス」から所得税額の記入値が過小となっている。乖離の発生要因としては「給与

所得者が複数いることから税額を過小に記入してしまうミス」が考えられる。すなわち、

世帯内で複数の給与所得者がいるにも関わらず、一人分の税額しか記入されていない可能

性がある。また、「桁間違いから税額を過小に記入してしまうミス」などが考えられる。 

 

（４）「S2・J1」の場合： 税額記入ミスの影響 

住民税において乖離率がマイナスであり、記入値が理論値よりも小さい。これは「税額

の記入ミス」から住民税額の記入値が過小となっている。乖離の発生要因としては「給与

所得者が複数いることから税額を過小に記入してしまうミス」、「桁間違いから税額を過小

に記入してしまうミス」などが考えられる。また、「住民税において前年度分の誤記入から

税額を過小に記入してしまうミス」も考えられる。すなわち、誤って前年度の住民税額を

記入し、かつ所得が前年度より大きく伸びた場合、税額の記入値と所得の記入値に乖離が

生じる可能性がある。 

 

（５）「S2・J3」の場合： 税額記入ミスの影響 

住民税において乖離率がプラスであり、記入値が理論値よりも大きい。これは「税額の

記入ミス」から住民税額の記入値が過大となっている。乖離の発生要因としては「桁間違

いから税額を過大に記入してしまうミス」などが考えられる。また、「住民税において前年

度分の誤記入から税額を過大に記入してしまうミス」も考えられる。すなわち、誤って前

年度の住民税額を記入し、かつ失業や退職等により所得が前年度より大きく落ち込んだ場

合、税額の記入値と所得の記入値に乖離が生じる可能性がある。 

 

（６）「S3・J2」の場合： 税額記入ミスの影響 

所得税において乖離率がプラスであり、記入値が理論値よりも大きい。これは「税額の

記入ミス」から所得税額の記入値が過大になっている。乖離の発生要因としては「桁間違
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いから税額を過大に記入してしまうミス」などが考えられる。 

 

 表 3 は区分ごとの頻度を世帯割合で示している。このとき、「S2・J2」（所得税・住民税

のどちらも乖離率が小さいケース）は 88.73%であり、反対に乖離率が大きい世帯は 11.27%

存在する。このうち、乖離の発生要因が税額記入ミスと思われる世帯（「S1・J2」「S2・J1」

「S2・J3」「S3・J2」に該当する世帯）は 9.56%と大多数を占めている。一方、記入全般

が不正確と思われる世帯（「S1・J3」「S3・J1」に該当する世帯）は 0.07%と極めて稀であ

る。したがって、乖離の発生要因としては税額の記入ミスによる影響が頻度として高いこ

とが分かる。 

 

＜ 表 3 挿入 ＞ 

 

4.2 事業所得・農耕畜産所得の記入ミスによる影響 

以下では乖離の発生要因のうち、記入ミスが乖離率に与えている影響の妥当性について

検証する。はじめに「事業所得・農耕畜産所得の記入ミスから（控除済み）所得を過大に

記入している」可能性に焦点をあて、これが乖離の発生要因となっているかどうかを検証

する。こうした記入ミスがある場合、税額の理論値が過大に計算されるため、マイナスの

乖離を発生させる可能性がある。 

この可能性を検証するため、事業所得者・農耕畜産所得者がいる世帯を除いて乖離率の

分布を計測する。（ここでは記入値・理論値がゼロの世帯も除いている。後ほど、同じく記

入値・理論値がゼロの世帯を除いた表 1(2)の結果と比較する。）表 4 は乖離率の分布を示し

ている。記述統計を見てみると、所得税の乖離率は平均が 0.53%であり、5 パーセンタイル

値が▲2.02%、95 パーセンタイル値が 4.07%となっている。これを表 1(2)の結果と比較す

ると、乖離率の分布がプラス方向にシフトし、乖離率がマイナスの世帯（記入値が理論値

よりも小さい世帯）が減少していることが分かる。また、住民税の乖離率は平均が▲0.24%

であり、5 パーセンタイル値が▲3.20%、95 パーセンタイル値が 2.89%となっている。これ

を表 1(2)の結果と比較すると、乖離率の分布がプラス方向にシフトし、所得税の場合と同

様である。表 5 は乖離率の分類を示している。これを表 3 の結果と比較すると、「S1・J1」

区分の世帯割合が低下しており、同様の結果が示されている。 

 以上のことから、「事業所得・農耕畜産所得の誤記入から（控除済み）所得を過大に記入

している」点が乖離の発生要因となっている可能性がある。 

 

＜ 表 4～5 挿入 ＞ 

 

4.3 桁間違いの記入ミスによる影響 

次に「桁間違いの記入ミスから税額を過大に記入している」可能性に焦点をあて、これ
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が乖離の発生要因となっているかどうかを検証する。こうした記入ミスがある場合、税額

の記入値が過大になるため、プラスの乖離を発生させる可能性がある。 

この可能性を検証するため、まず所得税については乖離率が 0.1 以上の世帯に限定し、住

民税については乖離率が 0.05 以上の世帯に限定して乖離率の分布を計測する。（ここでは記

入値・理論値ゼロの世帯も除いている。）表 6(1)は乖離率の分布を示している。記述統計を

見てみると、所得税の乖離率は平均が 24.45%であり、5 パーセンタイル値が 10.40%、95

パーセンタイル値が 51.44%となっている。これを表 1(2)の結果と比較すると、乖離率の分

布はプラス方向にシフトしていることが分かる。また、住民税の乖離率は平均が 9.76%で

あり、5 パーセンタイル値が 5.17%、95 パーセンタイル値が 23.99%となっている。これを

表 1(2)の結果と比較すると、乖離率の分布がプラス方向にシフトしている。これらの結果

は乖離率が高い世帯に限定しているため、当然の結果である。 

次に所得税については先と同様に乖離率が 0.1 以上の世帯に限定し、さらに当該世帯にお

ける税額の記入値を10で割って、乖離率の分布を計測する。住民税についても乖離率が0.05

以上の世帯に限定し、さらに当該世帯における税額の記入値を 10 で割って、乖離率の分布

を計測する。（ここでは記入値・理論値ゼロの世帯も除いている。）表 6(2)は乖離率の分布

を示している。記述統計を見てみると、所得税の乖離率は平均が 0.41%であり、5 パーセン

タイル値が▲4.66%、95 パーセンタイル値が 4.14%となっている。これを表 1(2)の結果と

比較すると、乖離率の分布はかなり近づいている。また、住民税の乖離率は平均が▲0.70%

であり、5 パーセンタイル値が▲3.80%、95 パーセンタイル値が 1.40%となっている。これ

を表 1(2)の結果と比較すると、乖離率の分布がかなり近づいている。 

 以上のことから、「桁間違いの記入ミスから税額を過大に記入している」点も乖離の発生

要因となっている可能性がある。 

 

＜ 表 6 挿入 ＞ 

 

4.4 モデルの影響に関する一考察：住宅ローン減税制度に着目して 

上述の通り（3 節）、所得税・住民税ともに記入値と理論値の乖離は概ね小さいと言える。

一方、乖離の目立つグループの一つとして借入金額の多い世帯が挙げられる。図 7 は記入

値と理論値の乖離（金額）に関する分布を表す。ここでは実線が借入金額 1000 万円超の世

帯グループ、点線が借入金額 100 万円未満の世帯グループに関する分布を示している。借

入金額 1000 万円超の世帯グループにおいて乖離の大きい世帯の頻度が高く、特に左側の裾

において頻度が高い。すなわち、こうした世帯グループでは特に記入値が理論値よりも小

さくなる傾向にあり、このことは所得税と住民税それぞれにおいて確認される。 

 

＜ 図 7 挿入 ＞ 
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 こうした背景の一つとして、理論値の計算では考慮していない住宅ローン減税制度によ

る影響が考えられる6。そこで、本モデルを一部修正し、住宅ローン控除を反映させる。『国

民生活基礎調査』の調査票では「住居の床面積」と「借入金残高」が利用可能である。そ

れゆえ、現行制度を踏まえて（要件１）床面積 50m2 以上、かつ（要件２）合計所得金額

3000 万円以下、という 2 つの要件を満たす場合、借入金額の一定割合を所得税額から控除

する。ここでは（１）借入金額の 1%を控除する場合と、（２）0.5%を控除する場合の 2 つ

のケースを試みる。 

 図 8 は住宅ローン控除制度を考慮した場合の下で、乖離（金額）の分布を表す。先と同

様、実線が借入金額 1000 万円超の世帯グループ、点線が借入金額 100 万円未満の世帯グル

ープを示す。このとき、借入金額 1000 万円超の世帯グループについて分布の山が右側に移

動し、今度は右側の裾において頻度が高い。すなわち、モデルに住宅ローン控除制度を考

慮することで、記入値が理論値よりも小さくなる傾向は解消されたものの、今度は記入値

が理論値よりも大きくなる傾向が生じた。このことは（１）借入金額の 1%を控除する場合

と、（２）0.5%を控除する場合それぞれにおいて確認された。こうした理由としては、理論

値の計算において上述のような簡易な方法を採用したため、実際には住宅ローン控除制度

を利用していない世帯にまで所得税額の理論値を低下させる影響が出たことが考えられる。

このように、理論値の計算において住宅ローン控除制度を考慮することが重要である可能

性を示す一方、それをより適切に反映するためには本制度の適用対象世帯を厳選する更な

る作業が求められる。但し、それを実施するためには『国民生活基礎調査』の調査票につ

いて現行の内容以上の情報が必要となるかもしれない。 

 

＜ 図 8 挿入 ＞ 

 

 

５．結論 
 近年、税制・社会保障分野でも家計マイクロ・データ（調査票情報）を用いた分析が増

えている。家計の負担額には（１）調査票に記載された「記入値」を用いる場合と、（２）

調査票情報を利用しつつモデルから算出される「理論値」を用いる場合があり、近年盛ん

なマイクロ・シミュレーション分析も理論値のケースに該当する。本稿では厚生労働省『国

民生活基礎調査』の個票データを利用し、家計の税負担額（勤労所得税と個人住民税）に

                                                  
6 住宅ローン減税制度は、「居住者が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等を

し、平成 11 年 1 月 1 日から平成 25 年 12 月 31 日までに自己の居住の用に供した場合、一定の要件の下で、

その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の一定割合が各年分の所得税額から控除」（中村 2012, p.112）
されるものである。このほかに累次の税制改正により、認定住宅の特例（平成 21 年度改正）やバリアフリ

ー改修促進税制（平成 19 年度改正）、省エネ改修促進税制（平成 20 年度改正）といった同様の特例措置

も設けられている。また、平成 21 年から平成 25 年までの間に居住し、所得税の住宅ローン減税制度を受

けた際、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン

控除が適用される（平成 21 年度改正）。 
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ついて記入値と理論値の比較や双方の乖離を捉えながら理論値の妥当性を考察し、こうし

た作業を通じてマイクロ・シミュレーション分析の信頼性を定量的に評価する。 

考察の結果、（１）勤労所得税も個人住民税も記入値と理論値の乖離は平均がゼロ、散ら

ばりが対所得比 3%程度であること、（２）乖離の発生要因としては税額の記入ミスによる

影響が頻度として高いこと、（３）調査票の記入ミスとして「事業所得・農耕畜産所得に関

する誤記入」や「税額の桁間違いによる誤記入」が乖離率に影響を与えていること、など

が確認された。またここから得られる示唆として、マイクロ・シミュレーション分析など

における理論値はその使用に伴うバイアスがほとんどなく政策評価に利用することができ

ると言える。 

他方、理論値の妥当性を向上させるには住宅ローン控除制度を考慮することが重要であ

る点も示された。本稿では理論値の計算において住宅ローン控除制度を含むことを試みた

が、それをより適切に反映するためには本制度の適用対象世帯を厳選する更なる作業が求

められる。但し、それを実施するためには『国民生活基礎調査』の調査票について現行の

内容以上の情報が必要となるかもしれない。 
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＜ 図 1 ＞ 

記入値と理論値の散布図 

（１）所得税 

 

(注) 縦軸は記入値、横軸は理論値を示す。（単位は万円。） 

 

（２）住民税 

 

(注) 縦軸は記入値、横軸は理論値を示す。（単位は万円。） 
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＜ 図 2 ＞ 

記入値と理論値のカーネル密度推定量 

（１）所得税 

 
(注 1) 縦軸は密度、横軸は負担額を示す。（単位は万円。） 

(注 2) 実線は記入値、点線は理論値を示す。 

 

（２）住民税 

 
(注 1) 縦軸は密度、横軸は負担額を示す。（単位は万円。） 

(注 2) 実線は記入値、点線は理論値を示す。 
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＜ 図 3 ＞ 

記入値と理論値のカーネル密度推定量（1 万円未満を除く） 

（１）所得税 

 
(注 1) 縦軸は密度、横軸は負担額を示す。（単位は万円。） 

(注 2) 実線は記入値、点線は理論値を示す。 

 

（２）住民税 

 
(注 1) 縦軸は密度、横軸は負担額を示す。（単位は万円。） 

(注 2) 実線は記入値、点線は理論値を示す。 
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＜ 図 4 ＞ 

乖離率に関する分布：ヒストグラム（全観測値の場合） 

（１）所得税 

 
(注 1) 縦軸は度数、横軸は乖離率を示す。 

(注 2) 乖離率＝（記入値－理論値）／世帯所得 

 

（２）住民税 

 
(注 1) 縦軸は度数、横軸は乖離率を示す。 

(注 2) 乖離率＝（記入値－理論値）／世帯所得 
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＜ 図 5 ＞ 

乖離率に関する分布：ヒストグラム（記入値・理論値ゼロを除く場合） 

（１）所得税 

 

(注 1) 縦軸は度数、横軸は乖離率を示す。 

(注 2) 乖離率＝（記入値－理論値）／世帯所得 

 

（２）住民税 

 
(注 1) 縦軸は度数、横軸は乖離率を示す。 

(注 2) 乖離率＝（記入値－理論値）／世帯所得 
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＜ 図 6 ＞ 

乖離率に関する分布：ヒストグラム（世帯所得でウェイト付けする場合） 

（１）所得税 

 

(注 1) 縦軸は度数、横軸は乖離率を示す。 

(注 2) 乖離率＝（記入値－理論値）／世帯所得 

 

（２）住民税  

 

(注 1) 縦軸は度数、横軸は乖離率を示す。 

(注 2) 乖離率＝（記入値－理論値）／世帯所得 
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＜ 表 1 ＞ 

乖離率に関する分布：記述統計 

所得税 住民税 所得税 住民税 所得税 住民税

平均 0.28% ▲0.31% 0.37% ▲0.38% 0.02% ▲0.46%

5パーセンタイル値 ▲2.04% ▲3.40% ▲2.35% ▲3.74% ▲3.19% ▲3.73%

95パーセンタイル値 2.90% 2.45% 3.83% 2.81% 3.34% 2.20%

観測値数 19,926 20,295 15,185 16,437 19,926 20,295

（１） 全観測値の場合 （２） 負担額ゼロ世帯を除く場合 （３） ウェイト付けした場合

 

 

＜ 表 2 ＞ 

乖離率に関する分類と想定される要因 

J1階層 J2階層 J3階層

マイナスの乖離が大 乖離が小さい プラスの乖離が大

所得税（－）、住民税（－）で乖離 所得税（－）で乖離 所得税（－）、住民税（＋）で乖離

○想定される要因 ○想定される要因： ○想定される要因：

  ・ モデル要因／所得記入ミス   ・ 税額記入ミス（過小記入）   ・ 説明がつかないケース

○具体例： ○具体例：

  ・ 諸控除の未反映（モデル）   ・ 世帯員の税額分の欠如

  ・ 事業所得等の誤記入（記入ミス）   ・ 桁間違い

住民税（－）で乖離 所得税、住民税ともに乖離が小 住民税（＋）で乖離

○想定される要因： ○想定される要因：

  ・ 税額記入ミス（過小記入）   ・ 税額記入ミス（過大記入）

○具体例： ○具体例：

  ・ 世帯員の税額分の欠如   ・ 桁間違い

  ・ 桁間違い   ・ 前年度分の誤記入

  ・ 前年度分の誤記載

所得税（＋）、住民税（－）で乖離 所得税（＋）で乖離 所得税（＋）、住民税（＋）で乖離

○想定される要因： ○想定される要因： ○想定される要因

  ・ 説明がつかないケース   ・ 税額記入ミス（過大記入）   ・ モデル要因／所得記入ミス

○具体例： ○具体例：

  ・ 桁間違い   ・ 扶養関係の相違（モデル）

  ・ 実際の控除の未使用（その他）

所得税

S1階層

マイナスの
乖離が大

S2階層

乖離が小

S3階層

プラスの
乖離が大

住民税
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＜ 表 3 ＞ 

乖離率に関する分類：世帯割合 

J1階層 J2階層 J3階層 合計

マイナスの乖離が大 乖離が小さい プラスの乖離が大

S1階層

マイナスの
乖離が大

1.04% 0.83% 0.01% 1.88%

S2階層

乖離が小
3.30% 88.73% 1.46% 93.49%

S3階層

プラスの
乖離が大

0.06% 3.97% 0.60% 4.63%

合計 4.40% 93.54% 2.06% 100.00%

所得税

住民税
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＜ 表 4 ＞ 

乖離率に関する分布：事業所得者・農耕畜産所得者がいる世帯を除く場合 

所得税 住民税 所得税 住民税

平均 0.37% ▲0.38% 0.53% ▲0.24%

5パーセンタイル値 ▲2.35% ▲3.74% ▲2.02% ▲3.20%

95パーセンタイル値 3.83% 2.81% 4.07% 2.89%

観測値数 15,185 16,437 13,320 14,352

（再掲） 負担額ゼロ世帯を除く場合 事業所得等のある世帯を除く場合

 
(注) ここでは記入値・理論値ゼロの世帯も除いている。 

 

＜ 表 5 ＞ 

乖離率に関する分類：事業所得者・農耕畜産所得者がいる世帯を除く場合 

J1階層 J2階層 J3階層 合計

マイナスの乖離が大 乖離が小さい プラスの乖離が大

S1階層

マイナスの
乖離が大

0.47% 0.60% 0.01% 1.08%

S2階層

乖離が小
2.26% 90.17% 1.54% 93.96%

S3階層

プラスの
乖離が大

0.06% 4.25% 0.65% 4.96%

合計 2.79% 95.02% 2.20% 100.00%

住民税

所得税

 

(注) ここでは記入値・理論値ゼロの世帯も除いている。 

 

＜ 表 6 ＞ 

乖離率に関する分布：乖離率が高水準の世帯のみ 

所得税 住民税 所得税 住民税 所得税 住民税

平均 0.37% ▲0.38% 24.45% 9.76% 0.41% ▲0.70%

5パーセンタイル値 ▲2.35% ▲3.74% 10.40% 5.17% ▲4.66% ▲3.80%

95パーセンタイル値 3.83% 2.81% 51.44% 23.99% 4.14% 1.40%

観測値数 15,185 16,437 268 212 268 212

（再掲） 負担額ゼロ世帯を除く場合 （１） 乖離が大きい世帯の場合 （２） 記入値を調整した場合

 
(注) ここでは記入値・理論値ゼロの世帯も除いている。 
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＜ 図 7 ＞ 

記入値と理論値の乖離に関する分布 

（１）所得税 

 
(注 1) 横軸は記入値と理論値の乖離額を示す。（記入値の方が大きいとき、プラスの値をとる。） 

(注 2) 実線は借入金額 1000 万円超のグループ、点線は同 100 万円未満のグループを示す。 

 

（２）住民税 

 
(注 1) 横軸は記入値と理論値の乖離額を示す。（記入値の方が大きいとき、プラスの値をとる。） 

(注 2) 実線は借入金額 1000 万円超のグループ、点線は同 100 万円未満のグループを示す。
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＜ 図 8 ＞ 

記入値と理論値の乖離に関する分布：住宅ローン減税を考慮した場合 

（１）所得税（借入金額の 1%を控除するケース） 

 

(注 1) 横軸は記入値と理論値の乖離額を示す。（記入値の方が大きいとき、プラスの値をとる。） 

(注 2) 実線は借入金額 1000 万円超のグループ、点線は同 100 万円未満のグループを示す。 

 

（２）所得税（借入金額の 0.5%を控除するケース） 

 

(注 1) 横軸は記入値と理論値の乖離額を示す。（記入値の方が大きいとき、プラスの値をとる。） 

(注 2) 実線は借入金額 1000 万円超のグループ、点線は同 100 万円未満のグループを示す。 


